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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成２４年度は２８件

の相談がありました。）  

       次回相談予定日  平成２５年１１月１日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

   

■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

   
   

 

      

   

   

   

   

   

    

     

    

     

     

           
  

 

   
         

                            

      

       

                    

                              

               
  

     

 

経営講習会のご案内 
 

危機管理を考える  

～大規模災害に備えた事前対策が企業を守る～  
      

  企業の「防災」や「緊急時における対応力」の重要性が高ま 

 っています。是非この機会に受講いただき、企業の災害対応 

 の備えをお願いします。 
 

  日 時： 平成２５年１０月１１日（金） 午後７時～         

  場 所：  伊賀市商工会館 （伊賀市下柘植７２３－１） 

   講 師：  上級リスクコンサルタント・中小企業診断士 

                平 野 喜 久  氏  
 

 
    

  ㈱日本政策金融公庫津支店の融資担当者をお迎え  

 いたします。商品の仕入資金、手形・買掛決済資金、 

 ボーナス支払資金等の運転資金や車両購入等設備資 

 金で、借入をご希望の方は是非ご相談下さい。 
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      次回の 会員一斉訪問実施予定日は １１月６日（水） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２５年１０月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．９５％   ↘ 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．６５％   ↘ 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
 

      

 
      

    
         

      
       

         

● 伊賀地区の犯罪発生状況 ● 
 

   伊賀地区防犯協会によりますと平成２５年８月中の犯罪発生状況は下記の通りとなっています。皆様方の犯罪防止 

  対策の参考としていただきますようお願い致します。 
 

  ★自動車関連犯罪・・・６件発生（自動車盗２件、車上ねらい１件、部品ねらい３件） 

   いずれもキー無しで被害に遭っています。盗難防止装置や警報装置の設置等の防犯対策を！ 

  ★住宅対象犯罪・・・６件発生（空き巣４件、忍込み２件） 

   いずれも半数が無施錠で被害に遭っています。就寝時や外出時は確実に施錠を！ 

  ★ゲートウェイ犯罪・・・１９件発生（オートバイ盗４件、自転車盗１０件、万引き５件） 

   ほとんどが無施錠で被害に遭っています。ほんの少しの間駐輪する場合も、面倒でも必ず二重ロックを！ 

  ★その他の窃盗犯罪・・・７件発生（出店荒らし４件、事務所荒らし１件、自販機ねらい２件） 

  ★振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺・・・１件発生（架空請求詐欺１件） 

   警察官・市役所職員を騙るオレオレ詐欺や、社会保険事務所職員・市役所職員を騙る還付金詐欺の予兆電話、架空 

   請求のメールやハガキにご注意ください。 

日本年金機構からのお知らせ    

             ❐ 雇用保険と年金との調整の届出が不要となります ❐ 
 

 特別支給の老齢厚生年金などの６５歳になるまでの老齢厚生年金（以下、「年金」といいます）を受ける方が、 

雇用保険の「基本手当（いわゆる失業給付）」または「高年齢雇用継続給付」を受けることができるときは、失 

業給付等を優先し、年金の全部または一部が止まります。 

 年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由 

該当届」の届出が必要でしたが、次の①から③のいずれかに該当したときは、届出が原則不要※となりますので、

従業員の方々へお知らせください。 

                   ①年金を受け取る権利が発生したとき 

      平成２５年１０月１日以降に   ②ハローワークに求職の申込みをしたとき 

                   ③高年齢雇用継続給付を受けることができるとき 
 

  ※年金請求時などに、日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出している場合に限ります。 

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動（セーフティー・ライト・オン運動） 

～平成２５年１０月１日 から 平成２５年１２月３１日 まで～ 
 

 これからの時期は、日没時間が早くなり夕暮れ時の交通事故の多発が心配されます。このため、三重県交通対策協議会で

は「夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動」を実施しています。皆様もぜひこの運動にご参加ください。 

  ☀夕暮れ時の早めのライト点灯（自動車、二輪車、自転車利用者） 

    夕暮れ時は交通事故が多発します。見るためのライトを見せるためにも 

    点灯しましょう！ 

  ☀反射材の着用推進（歩行者、自転車利用者） 

    明るい服装と反射材を使って車にアピール！特に、夜間は自分の存在 

    を知らせて安全を確保しましょう！ 


